
 

【公益社団法人日本栄養士会 特定分野認定制度】  

食物アレルギー分野の栄養管理等を行う適格性を有する管理栄養士及び栄養士の認

定に係る制度規則の施行に関する規程 

2018 年 10 月 14 日 制定 

2022 年 5 月 29 日 改定 

（目 的） 

第１条 食物アレルギー分野の栄養管理等を行う適格性を有する管理栄養士及び栄養士の認定に

係る制度規則（以下「規則」という。）の施行にあたり、規則に定められた以外の事項につい

ては、この食物アレルギー分野の栄養管理等を行う適格性を有する管理栄養士及び栄養士の

認定に係る制度規則の施行に関する規程（以下「規程」という。）に従うものとする。 

 

（認定委員会） 

第２条 認定委員会は、日本栄養士会事業部及び事務局設置運営規程第 3 条の事業部委員会とし

て、人材育成事業部における委員会に位置づく。 

２ 規則第３条に規定する認定委員会は、委員の 2 分の 1 以上の出席がなければ会議を開くこと

ができない。 

３ 決議を要する事項のうち、認定を受けるべき適格性を有するか否かの判定をなすには全会一

致をもって決する。 

４ 決議を要する事項のうち、第 2 項に定める以外のものについては出席者の 3 分の 2 以上をも

って決する。 

５ 認定委員会の議事については、その経過の概要及び結果を記載した議事録を作成する。 

 

（運営等小委員会） 

第３条 規則第４条に規定する 3 つの小委員会（本条の小委員会を総称して、以下「運営等小委

員会」という。）は、認定委員会を補佐し、次の事務を行う。 

一 研修小委員会 

各研修の運営と更新実施に関わる事務 

二 試験小委員会 

筆記試験の実施と更新実施に関わる事務 

三 事例考査小委員会 

事例報告等の考査の実施と更新実施に関わる事務 

２ 運営等小委員会は、全体で 20 名以内とする。 

  ３ 運営等小委員会の委員のうち 2 名は認定委員を兼務する。 

４ 運営等小委員会の委員の任期は 2 年とする。ただし、委員の辞任による後任者の任期は、前

任者の残任期間とする、また、委員の再任を妨げない。 

５ 運営等小委員会の委員長は、運営等小委員を兼務する認定委員の中から委員の互選によって

選任する。 

６ 運営等小委員会の委員長は、委員会の事務を掌理し、決裁する。 



 

７ 運営等小委員会の委員長は、その経過の概要及び結果を記載した議事録を作成しこれを保管

しなければならない。 

８ 運営等小委員会の委員の氏名は任期中非公開とする。 

 

（受験料） 

第４条 規則第５条に定める認定試験を受けるには、本会の理事会が定める所定の受験料を期限

内に納付しなければならない。 

２ 既納の受験料は、いかなる理由があっても返還しない。 

 

（審査の申請） 

第５条 規則第６条第１項第五号にあげる審査に必要な書類は、次に定めるものとする。 

一 管理栄養士あるいは栄養士免許証のコピー 

二 認定審査申請書 

三 職務経歴書 

四 指定課題及び活動実績報告書 

五 指定研修の履修記録  

 

（再審査） 

第６条 前条第 4 号に規定する指定課題の不合格者は、別に定める期限内に限り、必要な書類を

本会へ提出し、理事会が定める再審査料を納入することにより、再審査を受けることができる。 

２ 既納の審査料は、いかなる理由があっても返還しない。 

３ 再審査の申請期間については、認定委員会が別に定める。 

 

（認定料） 

第７条 規則第７条に定める認定を受けるには、本会の理事会が定める所定の認定料を期限内に

納付しなければならない。 

２ 既納の認定料は、いかなる理由があっても返還しない。 

 

（名 簿） 

第８条 規則第８条に規定する公益社団法人日本栄養士会食物アレルギー分野管理栄養士・栄養

士名簿には、氏名、生年月日、性別、会員番号等の本人を特定する事項と、認定年月日、登

録番号等を記載することとする。 

 

（認定証） 

第９条 規則第９条に規定する食物アレルギー分野栄養管理等適格認定の認定証の様式について

は、別に定める。 

 

（更新） 



 

第１０条 規則第１０条の規定により、食物アレルギー分野栄養管理等適格認定の更新を受けよ

うとする者（以下「認定更新申請者」という。）は、規則第９条に基づいて認定証の交付を受

けた日より 5 年間で次の各号をすべて満たしていなければならない。 

一 認定期間中に引き続き本会の会員であったこと 

二 認定期間中の活動実践報告書を所定の方法で提出すること 

三 別に定める研究業績及び研修業績等の必要な単位数を有すること 

 

（更新申請） 

第１１条 認定更新申請者は、次の各号に定める申請書類を本会へ提出し、理事会が定める更新

料を納入しなければならない。 

一 認定更新申請書 

二 本規程第１０条第３号を証明する書類 

２ 既納の更新料は、いかなる理由があっても返還しない。 

３ 認定更新の申請期間については、認定委員会が別に定める。 

 

（更新の延長） 

第１２条 本規程第１１条の規定にかかわらず、病気その他やむを得ない理由があると認定委員

会が認めた者については、委員会が相当と認めた場合、更新するべき日を延長することがで

きる。 

 

（更新認定） 

第１３条 食物アレルギー分野栄養管理等適格認定更新を受け、認定証の交付を受ける者は、理

事会が定める認定料を納入しなければならない。 

 

（認定試験実施要綱等） 

第１４条 本会は、試験の実施に当たって、認定試験については「公益社団法人日本栄養士会食

物アレルギー分野管理栄養士・栄養士 認定試験実施要綱」をその実施年度の 3 か月前までに

本会ホームページへ掲載し、又は、適宜の方法で作成し、対象者へ通知するものとする。 

 

（規程の変更） 

第１５条 この規程は、認定委員会の審議を経て、理事会の決議により変更することができる。 

 

（附 則） 

この規程は、2018 年 10 月 14 日から施行する。  



 

別表１ 資格更新に必要な研究業績及び研修業績とその単位数 

１ 本規程第１０条第 3 項の更新に必要な総単位数は 10 単位以上とする。 

２ 資格更新に必要な食物アレルギーに関する研究業績及び研修業績とその単位数は次の表の

とおりとする。 

 

 対象の研修会等名 単 位 備 考 

必須  本制度フォローアップ研修 2 単位／回  

選択 

学会参加（日本アレルギー学会、日本小児アレ

ルギー学会、日本小児臨床アレルギー学会） 
2 単位  

食物アレルギー研究会 

本会または都道府県栄養士会が主催する生涯

教育研修会 
指定単位 

食物アレルギーに関

するもの 

(受講票や参加証とセ

ミナーや研修会・学会

発表や論文の内容が

分かるもので確認) 

上記以外のセミナー及び研修会 1 単位／日 

学会発表 
筆頭：3 単位 

共同：1 単位 

論文 
筆頭：10 単位 

共著：5 単位 

 
食物アレルギーに関する 

依頼原稿・教科書・専門誌への執筆・講師 
2 単位 

執筆や講演の内容が

分かるもので確認 

 本制度 講師  4 単位／90 分   

 

公益社団法人日本栄養士会が主催、又は指定する関連のセミナー及び研修会等については、そ

の都度、公益社団法人日本栄養士会のホームページ等で公表する。 

  



 

別表２ 手数料の金額 

１ 本認定に係る各手数料の金額は次の表のとおりとする。 

 

料金の種別 金額（税込み） 

食物アレルギー分野管理栄養士 

食物アレルギー分野栄養士 

受験料 16,500 円 

認定料 11,000 円 

更新料 5,500 円 

再審査料 11,000 円 

   

 


